
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大津市 

丸屋町商店街で 

軽トラ市を実施します 

 

 

日時 

２０１９年３月２３日（土） 

12：00～16：00 

雨天決行（屋根あり） 

 

 

出店者募集中 

１０台程度 

出店料    無料 

 

 

募集品目 

野菜・果物・飲食物 

その他［相談に応ず］ 

 

【軽トラ市とは】 

「軽トラ市」は地域活性化の切り札的存在として、

全国で実施されているイベントです。当日は新鮮野

菜などを荷台に載せた軽トラックが丸屋町商店街ア

ーケード内に並び、対面販売を行います。 

みなさまの出店をお待ちしています。 

【大津なかまち春まつり】 

2019 年 3 月 23 日(土)に、まちなか活性化と賑わいの創出に寄与す

ることを目的として、中心市街地にある各商店街の公共空間を活用

し、丸屋町商店街では軽トラックによる物販、菱屋町商店街ではテ

ントを設置したマルシェ、長等商店街では親子による物販や音楽ラ

イブ、こども向けワークショップなど、幅広い世代の人が楽しめる

イベントを実施します。 

3.23.SAT.2019 
大津 

なかまち春まつり 
 

軽トラ市 IN 
丸屋町商店街 

 

【申込み・お問合せ先】 

 

大津公共空間活用協議会 

（事務局：㈱まちづくり大津内） 

 

☎ 077-523-5010 

FAX 077-514-7690 

✉ info@machidukuri-otsu.jp 



「大津なかまち春まつり」 軽トラ市出店者 募集要項 

 

趣旨 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

大津なかまち春まつりにおいて、軽トラックの荷台により、野菜・果物・飲食物など販売物を、通常よりもお

手頃価格で販売等を行うとともに、消費者、生産者、販売者が一体となって参画・交流を深めることにより、地

域の活性化、地産地消を図ることを目的とします。 

開催日時 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

平成３１年３月２３日（土） １２：００～１６：００（雨天決行） 

開催場所 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

 丸屋町商店街（アーケード内） 

出店募集数 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

１０店舗程度 （応募多数の場合は抽選となります） 

申込期日 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

平成３１年３月８日（金）まで 

出店条件 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

（１）【出店料】 無料 

（２）【出店品目】 趣旨をご理解いただき、野菜、果物、飲食物などを通常よりも安価でご提供ください。 

（３）【出店スペース】 軽トラックまたは軽ワンボックス１台分です。 

（４）【トイレ】 大津祭曳山展示館前のトイレを利用ください。 

（５）【電気・給排水】 ありません。必要な場合は持込みになります。 

（６）【その他】 出店が決定した方には、警察より許可証を発行していただくため、当日使用される軽トラックの車検証の写し、

および運転者の運転免許証の写しをご提出いただきます。 

注意事項 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

（１） 出店場所は主催者側で決定し、当日の受付でお知らせします。 

（２） 店舗で出たゴミはお持ち帰りください。 

（３） 商品に関しては出店者で万全の管理をして販売してください。主催者は一切の責任を負いません。 

（４） 社会通念上不適当と思われるもの、及び法律・関係諸条例に抵触する物品の販売はできません。 

（５） 食品（飲み物を含む、生鮮食料品を除く）を出店する場合は、保健所の指導により、製造場所の各保健所の許可

書、又は提供食品別作業工程表と毎月の検便の検査結果の届け出が必要となります。 

＜保健所からの指導内容＞ 

・体調管理に気をつけること  ・手洗いの励行  ・手袋の着用  ・食品の温度管理 

・器具の洗浄消毒  ・仕込等は専用施設で行うこと  ・十分な加熱と殺菌 

・作りおきしない  ・すぐ食べるように 

（６） 搬入は11:00～、搬出は16:00～です。商店街内で行うため、歩行者等の安全確保に十分留意してください。 

（７） 途中搬出はできません。 

（８） アーケードのため雨天時も開催します。万一、中止の場合は前日15時に連絡します。 

（９） 暴力団関係者や､その他反社会的勢力の出店はできません。 

（10） その他必要な事項については、主催者側の指示に従ってください。 

＜内容についての問い合わせ先＞ 

大津公共空間活用協議会 事務局（㈱まちづくり大津内） tel 077-523-5010 



大津公共空間活用協議会事務局 行き 

FAX 077-514-7690 

✉  info@machidukuri-otsu.jp 

 

軽トラ市出店申込書 
募集締切 平成３１年３月８日（金） 

 

イベント 

大津公共空間活用事業 

「大津なかまち春まつり」 

１２：００ ～ １６：００ 

出店日 平成３１年３月２３日（土） 

① 店 名  

② 代表者名  

③ 住 所  

④ 連絡先 

（日中連絡可能な先） 
 

⑤ メール  

⑥  販売品目 

（販売予定価格） 

 

⑦ 販売予定数量 
 

⑧ その他  

※出店が決定した方には、警察より許可証を発行していただくため、当日使用される軽

トラックの車検証の写し、および運転者の運転免許証の写しをご提出いただきます。 


